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大工園　隆会長・本部長

　新年明けましておめでとうございます。
　皆様には、穏やかな新年をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。
　旧年中、会員の皆様には、協会本部の事業運営、並びに各支部の行事にご理解と積極的な協力を賜り、心
からの感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございました。
　さて昨年は、宅建業法の改正により４月には宅地建物取引士（宅建士）が誕生し宅建士証が交付され、いわ
ゆる士業の仲間入りがスタートしたところであります。そして、１０月には法改正後初めての宅建士資格試
験が、例年のとおり同志社大学の京田辺校舎をお借りして、京都宅建がこの試験の全部を取り仕切り実施い
たしました。これも、会員の皆様の絶大なご協力があってこそ成し得た事業でした。
　初めての宅建士となって試験で難易度は高かったのですが、京都会場で見事合格された方は、受験者総数
の約１５.４%、５７１名の方々でした。ちなみに、全国平均でも１５.４%　３０,０２８名の合格者があり、
京都の合格者が約１.９％を占める結果でありました。合格者の皆様、誠におめでとうございます。今後は、
一日も早く仲間として宅建業に従事され、活躍されることを祈念いたします。
　全宅連は、ハトマークビジョンと言う長期ビジョンに３本の柱を目標に掲げて事業を展開しています。ビ
ジョンの大きな目標は「みんなを笑顔にする」であります。
　その１は、消費者を笑顔にすることであります。安心安全な宅建取引で住宅を売買し、又は賃貸借し家庭
に笑顔が生まれ笑い声が溢れれば、何より幸せな家庭の誕生ではありませんか。
　その２は、関係者の笑顔であります。お世話した媒介業者に始まり、関係先は銀行、司法書士、税理士、
さらにリフォームがあれば多くの関係業者等、一件の取引が動かす関係者は本当に多く存在しております。
お世話して「ありがとう」の一言は、自ら発したいものですし逆に、お聞きする立場に回ると、どんなに有難く、
且つ感謝の気持ちで心が明るくなるかは、皆さんご経験のとおりであります。
　その３は、地域コミュニティーの笑顔であります。宅建取引で、新しい居住者を紹介し地域の人々の交流
が始まり、空き家が減少し、さらに宅建業者自らが地域活動に積極的に参加し、地域の担い手として若い人々
と共々に知恵を出し合い明るい地域を造りあげ、そして笑顔の絶えない町を創造してゆく。地域への参加事
業は、まさしくボランティアで防火、防犯、交通安全、子育て支援など、その地域を支える礎として多々検
討できるのではないでしょうか。また、それらが地域密着のスタートでもあります。
　これらが３つの大きな目標であり、京都宅建も毎年度の事業に、そのことを意識しながら展開していると
ころであります。同時に、事業遂行の中では、公益社団法人としての使命と収支相償等幾つかの制約も乗り
越えなければならない協会運営であります。本年も会員の皆様共々と継続して取り組んでいきたいと願って
おります。
　私たち宅建業者は、社会的関わりが大きい業種であることは皆さんご承知のとおりであります。
　かい摘んで幾つか話しますと、昨年は、早々に危険ドラッグの問題で、京都府、京都府警、京都宅建協会
間で販売や栽培等の取扱を排除する為、賃貸借契約の解除条項を盛り込む等協定を結びました。また京都市
を始めとする府下全域での、家賃代理納付システムの導入の決定をはじめ、京都市に於ける、私有道路での
給水管埋設工事に係る承諾書に関する条例の新規決定等、市民生活に関わる大きな問題をひとつずつ解決し
てきました。
　本年も全宅連を通じて、税制改正の要望事項や宅建業法の改正など民法改正を見越しながら国へ訴えてい
かなければなりません。併せて、京都宅建独自で身近な問題を取り上げ、関係官庁へ改善や是正をお願いに
出向くことも外せない課題であります。
　我々が、地域に溶け込み活躍するにも、各所官庁に要望事項をお聞きして頂くにしても、我々の原点は、
コンプライアンスの堅持であり、業界人としてのコンプライアンスを一層高めることが必要であると確信致
しております。
　昨今の業界は、ＩＴ化の進展が目覚ましく、消費者直結のハトマークサイトの物件登録数、ページビュー
アクセス数とも過去最高の数値を更新中であり、会員の皆様もこれを利用し益々収益増に繋げて頂くよう期
待いたしております。この他、今後進んでいくものとして、現在社会実験中ではありますが重要事項説明が
あります。また、昨年７月より公開している中古住宅の価格査定マニュアル、さらに本年１月より開始のレ
インズのステータス管理等も挙げられます。これらを取り入れ、本年も会員の皆様共々に前進して行こうで
はありませんか。
　末筆になりましたが、本年も会員と従業者の皆様、そして関係者の皆様及びすべてのご家族の皆様のご隆
盛とご健勝並びにご多幸を祈念申し上げます。

宅建業を通じて暮らしやすい地域づくり宅建業を通じて暮らしやすい地域づくり
公益社団法人　京 都 府 宅 地 建 物 取 引 業 協 会
公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会京都本部
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京都府知事 

「文化創生」から新たな京都を「文化創生」から新たな京都を

　府民の皆さま、あけましておめでとうございます。

昨年を振り返って
　昨年７月には、長年の悲願であった京都の南北軸、京都縦貫自動車道が34年という長い歳月をかけてようやく全線
開通しました。京都全体に大きな流れを創るこの大事業の完成に尽力された全ての方々に、心からお礼を申し上げます。
　この開通を期し北部７市町においては、４カ月にわたり「海の京都博」を開催し盛り上げていただきましたことに対
しましても感謝申し上げます。
　また、昨年は琳派４００年記念事業、さらに国宝「東寺百合文書」と第二次世界大戦後のシベリア抑留者等の引き揚
げ記録「舞鶴への生還」の世界記憶遺産登録。そして「日本茶８００年の歴史散歩～京都・山城」の日本遺産への認定な
ど北から南まで京都の持つ豊かな文化を示すことが出来た一年でした。
　しかし、地方消滅とまで言われる少子・高齢化問題や、雇用情勢が好転すると顕著になる人材不足。円安により輸
出産業が伸びる一方、内需型中小企業は原材料高に苦しみ、伝統産業も広幅織物は伸びたのに対し着物の需要はまだ
まだ低迷、さらにはＴＰＰ問題で農林水産業には懸念が広がるなど、さまざまな課題が改めて浮き彫りになった年で
もありました。
京都流の地域創生へ
　こうした課題の克服と同時に京都の力を最大限に発揮して、京都の将来を切り拓くことができるよう、昨年１０月、
「京都流 地域創生～『文化創生』から新たな生活を～」をテーマに「京都府地域創生戦略」を策定しました。
　こうした問題の背景には東京一極集中や、大都市や大企業志向に代表されるような価値観の固定化が進む中での格
差の広がりがあり、社会が柔軟性を失いつつあるのではという危惧があります。今、京都から、少子化問題・子供の
貧困対策、若者の就労支援などでもう一度「人づくり文化」を確立させ、マネーゲームにはない真の豊かさを取り戻す
ために産学公の力を結集し、技術力に裏打ちされたものづくりの素晴らしさを広め、京都の豊かな農林水産資源を六
次産業へと発展させる時代を踏まえた「産業文化」を育成し、京都ならではの伝統・文化に恵まれた大都市と豊かな自
然をもつ田園の両方の魅力を享受できる、ある面贅沢な「京都ぐらし文化」を創生させなければなりません。そしてこ
うした文化を統合させ、京都が多様性に富み、躍動的な地域として魅力を世界に発信できる「地域づくり文化」へと昇
華させていくことが必要だと考えています。
　これからの数年は京都の将来を左右する大事な時です。地域創生は他人事ではなくまさに私たちの未来です。
　京都には、どこにも負けない歴史と伝統があります。さらには世界水準の大学・研究機関、高い技術力を持った中
小企業の集積、豊かな自然環境など魅力的な資源や資産をたっぷり有しています。
「もうひとつの京都」の発信
　昨年は｢海の京都｣を見ていただきました。そして今年は「森の京都」です。京都府の74.3％は森林であり、森は私た
ちの水を清め、空気をつくり、災害を防ぎ、さらには貴重な木材資源を提供してくれます。何にも代えがたい宝であ
る京都の森の素晴らしさを皆さまとともに分かち合い、次世代に引き継ぐため、「全国育樹祭」を中心に、森の恵みを
府民の皆さまに体感していただく｢森の京都博｣や丹波高原の国定公園の新規指定など、林業の振興と自然保護と森の
文化が一体となった「森の京都スタイル」の確立を目指した地域づくりを進めることとしています。
　こうした素晴らしい森林を未来に受け継いでいくための財源として、「豊かな森を育てる府民税」の導入を昨年、府
議会でご議決いただきました。４月から年600円お願いすることになりますが、どうか府民の皆さまに、この税に対
するご理解をいただきたいと思います。
　京都の未来を拓く人をつくり、地域経済を活性化させて仕事をつくり、京都への人の流れをつくる。さらには新し
い交流の中で持続可能で魅力と活力のある地域をつくり、そして京都から日本を変える新たな「文化創生」。今多くの
観光客が京都を目指しています。単に名所旧跡があるからだけではなく、京都の持つおもてなしの心、人を癒す環境、
ほんまもんが持つ力が人々を引きつけているのだと思います。
　今年、リオデジャネイロでの夏のオリンピック・パラリンピックが終わればいよいよ東京オリンピック・パラリン
ピックへの道のりが始まります。その皮切りが、秋に京都で行われる国主催のスポーツと文化の国際フォーラムです。
京都の「文化創生」はいよいよ本番を迎えます。府民の皆さまのご協力を心からお願いし、この一年の、皆さまのご健
勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のごあいさつといたします。
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“共汗”のまちづくりが着実に前進！
共々に明るい未来へ！
“共汗”のまちづくりが着実に前進！
共々に明るい未来へ！

京都市長 

　あけましておめでとうございます。

　この一年の皆さんの御多幸をお祈り申し上げます。

　皆さんの御支援をいただき，市長就任後８回目の新年を迎えました。この間，現地現場主義に徹

し，六千箇所以上の市民の皆さんの活動の場，市政の第一線を訪ね，京都の今と未来を見つめ，市政

改革に邁進してまいりました。その度に，改めて京都の地域力，創造力，それらを支える皆さんの人

間力に感動し，感謝感謝の日々です。

　多くの方からこんな声をいただきます。デイサービスセンターが近くにできて喜んでます。京都の

まちが，趣のある看板や「門掃き」などで美しくなってきましたね。待機児童ゼロ！保育所に入りや

すくなり，幼稚園も充実。さらに小・中・高校が地域，ＰＴＡ，教職員の熱意により画期的に良くな

ってきましたね。市バス，地下鉄が便利になり，お客様も増えてますね。観光人気都市世界一は私た

ちの誇りです。京都の都市格の高まりを実感してます。水族館に続き，動物園，動物愛護センターが

素晴らしい！ロームシアター京都，鉄道博物館の開館が楽しみです…。市民の皆さんと共に汗する

“共汗”で進めてきた施策の確かな前進を，肌で感じています。

　府市協調で二重行政を打破し，行政の効率化と行財政改革の断行で財源を確保。また市民の皆さん

の御協力でごみは４３％減り，年間ごみ処理のコストは１０６億円削減，福祉等の充実へ。歩くまち

京都・公共交通優先の取組も着実に進展。マイカーで入洛する方はこの２０年で４２％から９．９％

に減少。四条通の歩道拡幅も御心労おかけしましたが，工事が完成し歩きやすくなり，バスの運行も

ほぼ順調に。福祉と共に，子育て環境日本一を目指す施策も前進。そんな京都で子育てしたい，住み

たい！という方が増え，転入される方も増えてきました。

　しかし，市民の皆さんや中小企業の皆さんが豊かさを実感されるまでには至っていません。まだま

だ課題も山積。京都ならではの文化力，知恵を活かし，経済の活性化，安定した雇用の創出につな

ぎ，市民の皆さんに「京都に住んでいてよかった」と心から感じていただけるよう誠心誠意努力しま

す。そのためにも文化庁を京都に！オール京都で取り組みます。

　皆さんの御理解御支援に改めて感謝申し上げます。
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伊藤　博会　長

公益社団法人　全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会

ハトマークグループ・ビジョンの具現化に向けてハトマークグループ・ビジョンの具現化に向けて
～みんなを笑顔にするために～～みんなを笑顔にするために～

　謹んで、新年のご挨拶を申し上げます。
　昨年は、皆様方のご支援とご協力により、円滑な組織運営ができましたことを感謝申し上げます。
　全宅連及び全宅保証は、公益社団法人として、国民の皆様の住生活環境向上と安心・安全な不動産
取引の実現のため、種々の公益事業を実施しております。
　全宅連では、平成28年度税制改正において、社会問題化している「空き家」の有効活用のため、譲渡
時の税制措置の必要性を当初より提言して参りました。これにより、相続時より３年以内の譲渡につ
いて3000万円控除が創設されるとともに、新築住宅の固定資産税の減額措置等各種適用期限の延長も
盛り込まれました。今後も、国民生活の基本的要素である住宅の取得に影響を及ぼすことがないよう
適切な提言活動を行って参ります。
　また、不動産に関する調査研究においても、「地域守り」、「資産守り」としての視点から引き続き「空
き家」対策や地域活性化の活動事例等に係る調査研究を行うとともに、民法改正を見据えた関連法令
への影響等についても研究と対応を行って参ります。
　さらに、良質な既存住宅の流通を促進するため、「インスペクション・瑕疵保険推進プロジェクト」
に取り組み、消費者に対する啓発活動を進めて参ります。
　宅建業者の資質向上策として「不動産キャリアパーソン資格」を平成25年度より実施しており、総受
講者数は約２万人にのぼり、今後も消費者への安心の証しとして人『財』育成事業を積極的に行う所存
です。
　なお、現在、国では、外国人観光客、労働者、留学生の受け入れが積極的に進められております。
本会でも外国人向けの賃貸借の手引きとなるガイドブックを刊行し、大学等教育機関に広く頒布する
など、不動産取引のインバウンド対策を積極的に進めてまいります。
　流通関係では、現在、国が最重要課題の一つに掲げる「地方創生」の一環として、総務省が行う「全
国移住ナビ」に、ハトマークサイトの物件データの提供を行っております。今後も適宜リニューアル
を行うと共に、ハトマークサイトの物件情報の提供を一層充実させることで、既存住宅市場の活性化
を行って参ります。
　全宅保証では、苦情解決相談業務、弁済業務を通じて消費者保護に努め、迅速な処理を行い、紛争
の未然防止を図るべく、研修会等を実施するとともに、無料相談所のラジオＰＲを通して引き続き安
心安全な取引をサポートする体制を推進してまいります。
　さて、ハトマークグループが掲げるビジョン（「みんなを笑顔にするために、地域に寄り添い、生活
サポートのパートナーになることを目指します」）は、昨年新たに６協会が協会版ビジョンを策定する
など、全国に着実に浸透しつつあります。平成29年（2017年）度には全宅連創立50周年、全宅保証創立
45周年を迎えることから、「全宅連2020年ビジョン・アクションプラン」の策定に取組むと共に、両団
体をはじめ、宅建協会、全宅管理、ハトマーク支援機構との協力の元、事業の具現化に努めて参ります。
　最後に、皆様の方のますますのご繁栄とご健勝をお祈り申し上げて、新年のご挨拶とさせていただ
きます。
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業協会理事会・保証協会幹事会を開催（11月16日）
◎会長挨拶
（1） 平成27年度上半期の事業内容、予算執行

額等について
（2） 国土交通省からのお知らせについて
（3） 不動産キャリアパーソン講座への受講強

化について他

報 告 事 項
１．新入会員の報告について（平成27年10月〜11
月度入会者）
　次のとおり新入会員が報告されました。
　業 協 会　正会員11件、準会員４件。
　保証協会　正会員11件、準会員４件。
２．平成27年度事業経過報告について

　平成27年度（４〜９月）の各委員会事業が報
告されました。
３．平成27年度上半期収支報告について

　平成27年度（４〜９月）の決算額等が報告さ
れました。
４．京都府不動産無料相談所南部の廃止及び今
後の相談業務について
　標記相談所南部の廃止等について報告され
ました。

５．宅地建物取引士法定講習の実施に関する基
本協定締結について
　（公社）全日本不動産協会京都府本部と標記
の協定を締結する旨が報告されました。

６．不動産キャリアパーソン講座の説明会並び
にセミナーについて
　平成27年10月30日（金）に開催された標記説
明会等の実施状況が報告されました。（本誌
18頁参照）

７．（一社）全国賃貸不動産管理業協会（全宅管
理）会員研修会について
　平成27年７月23日（木）、10月22日（木）、11
月９日（月）に開催された標記研修会等の実施
状況が報告されました。

８．平成28・29年度役員選挙に係る「本部選挙
管理委員会」委員の委嘱について
　標記委員会の委員が委嘱された旨が報告さ
れました。

９．協会創立５０周年記念事業実行役員の選任
について
　標記の役員が選任された旨が報告されまし
た。

審 議 事 項
１．資金運用計画について

　標記の計画（案）が承認されました。
２．参与の退任について

　次のとおり参与の退任（代表者変更）が承認
されました。
　田中　伸二（第五支部）（補充なし）

　昨年12月16日（水）、宅建業に興味がある方や宅建業の開業を検討されている方を対象とした標記セ
ミナーを開催したところ、32名の方（参加申込者数35名）が参加されました。
　当日は、大工園会長並びに京都府担当官の挨拶後、「開業案
内ＤＶＤの視聴」、業務サポート委員長からの「会員サポート
事業の概要」説明や京都府担当官による「宅建業の新規免許申
請における注意点」説明、会員２名からの「宅建業開業体験談
等」や本部職員による「宅建免許取得から京都宅建入会までの
流れ」を説明し、また、セミナー終了後には希望者（10名）のみ
の個別相談会を行い、盛会裡に終了しました。

宅建業開業支援セミナーを開催しました !!宅建業開業支援セミナーを開催しました !!
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　今日、インターネット上には膨大な情報が流れて
いる。これらの情報は、私たちの生活の利便性を高
め、社会・文化・経済のインフラとして機能する一
方、さまざまなネット上の人権侵害を生み出してい
る。それらの弊害は、他者に対する悪口やいじめ、
差別的な表現、名誉毀損やプライバシー侵害による
ものである。ネット上の詐欺や出会い系サイト、裏
サイト等による被害も、依然として増加傾向にある。
　インターネットの出現は、私たち個人の情報発信
能力を一気に高め、社会に対する発言の機会を格段
に増やすこととなった。そして、このことによって、
私たちの「表現の自由」は従来に比べ、実質的に大き
く保障されるようになった。表現の自由は、個人の
人格形成や自己実現に不可欠のものであり、今日の
民主主義の発展のかなめとなるものである。インタ
ーネットによる表現の自由は、本来このような目的
のためにこそ行使されるべきといえる。
　ネット上の情報による人権侵害の特徴は、その被
害がグローバルな規模で広がり、半永久的に継続す
ることである。しかも、侵害を行う側は、それがパ
ソコンや携帯電話・スマホのキーを操作するだけで、
簡単にできてしまうことである。一度ネット上に書

き込まれた情報は、複製によって限りなく拡散し、
いつまでたっても人権侵害は収まらないことにな
る。
　このような状況に対して唱えられるようになった
のが、「忘れられる権利」である。この権利は、ネッ
ト上の個人に関する情報の削除を求め、その流通の
停止をデー夕管理者に要請するものである。2012年
１月、ＥＵは「一般データ保護規則案」の第17条にこ
の権利を盛り込み、2015年４月からの採択を目指し
ているといわれる。わが国においても、ぜひ検討す
べき権利である。しかし、このような権利を認める
ことに対しては、表現の自由を擁護する立場からの
批判もある。個人に関わる情報であっても、公共性・
公益性の高い情報については、情報の受け手の側に
知る権利があり公開すべきという理由からである。
　こうした問題の解決のためには、今日、プロバイ
ダ責任制限法の活用や、法務省の人権擁護機関、テ
レコムサービス協会への相談による方法等がある
が、さらに、このような「忘れられる権利」を認め、
ネット上の人権侵害情報の削除要請と表現の自由の
バランスを積極的にとっていくことが望まれる。

（京都府「人権口コミ講座15」より転載）

関西大学社会学部教授　松 井 修 視
イ ン タ ー ネ ッ ト と 人 権

人 権 コ ラ ム人 権 コ ラ ム人 権 コ ラ ム人 権 コ ラ ムVOL.９

平成27年度人権合同研修会を開催平成27年度人権合同研修会を開催
～高齢者等の居住支援と人権問題～～高齢者等の居住支援と人権問題～

　京都府・京宅協・全日京都が協働して取り組んでい
る人権問題についての合同研修会が、昨年11月４日
（水）に京都平安ホテルを会場として、全日京都の担当
で開催されました。
　第３回目となる今回は、幅広い人権問題を取り上げ
ようとの考えから「高齢者等の居住支援と人権問題」と
題して、（一社）京都地域密着型サービス事業者協議会
会長の山田先生をお招きし、ご講演いただきました。
　会場には役員を中心に85名の方々にお集まりいただ
き、自らも長年にわたり高齢者福祉施設の運営に関わ
ってこられ、京都市居住支援協議会の会員としても活動されている山田先生のお話に熱心に耳を傾け
られました。
　これからの超高齢化社会では、「地域において住まい・医療・介護・生活支援が一体的に提供され
ること」が重要であり、そのためには「高齢者の福祉ニーズと住宅のマッチング」が大切であって、そ
こにおいて「大きな役割を果たせる宅建業者が配慮すべきことは何か？」など、大いに学習することが
できました。
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ト ス ェ ジ イ ダ 

２日（月）

４日（水）

９日（月）

10日（火）

11日（水）

12日（木）

13日（金）

16日（月）

17日（火）

20日（金）

24日（火）

26日（木）

社会貢献委員会（地域活性）
住教育セミナー「かしこい不動産の売り
方、買い方」の開催について。

京都府不動産関係団体合同人権研修会
（京都平安ホテル）
（本誌７頁をご参照ください。）

業協会正副会長会・保証協会正副本部長
会合同会議
京町家の流通促進による保全・再生策に
関する要望書について他。

京都市との意見交換会
京都市の今後の住宅政策について。

女性部会
セミナー＆懇談会の運営について他。

女性部会主催〝セミナー＆懇談会〟
（本誌ウラ表紙をご参照ください。）

綾部市との意見交換会（綾部市役所）
綾部市の定住促進事業について。

宅建士法定講習会（ホテルグランヴィア
京都）
62名が受講。

組織運営委員会（入会審査）
入会申込者等の審議他。
業協会正会員４件、準会員２件。
保証協会正会員４件、準会員２件。

京都地方法務局との意見交換会
職権による公図訂正・筆界特定制度等の
法務行政について。

新入会員等義務研修会
21名が受講。

京宅諮問会議（建築基準法第43条ただし
書（同一路線）許可手続きの見直し担当チ
ーム）
建築基準法第43条ただし書における「同
一路線」の建築許可について他。

業協会正副会長会・保証協会正副本部長
会合同会議
二団体「常務理事会・常任幹事会合同会
議/理事会・幹事会合同会議」の対応につ
いて他。

業協会常務理事会・保証協会常任幹事会
合同会議
平成27年度事業経過報告について他。

業協会理事会・保証協会幹事会合同会議
（本誌６頁をご参照ください。）

官民合同不動産広告表示実態調査会
（すまーと３頁をご参照ください。）

情報提供担当理事会
委員会の運営について他。

情報提供委員会
綾部市の定住促進事業に関する意見交換
会について他。

各委員会等役員合同会議（京都ブライト
ンホテル）
平成27年度各委員会事業等について。

流通センター研修会
ハトマークサイト京都について他。（２
名受講）

宅建士法定講習会（ホテルモントレ京都）
35名が受講。

11月
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３日（木）

10日（木）

11日（金）

14日（月）

実務セミナー
（本誌18頁をご参照ください。）

青年部会
支部青年部員対象の懇談会・交流会の計
画について他。

インスペクション活用セミナー
（本誌18頁をご参照ください。）

業務サポート委員会（会員周知）
京宅広報（１月発行）の編集について他。

全日京都役員との情報交換会
相談業務・苦情解決業務の状況について
他。

業協会正副会長会・保証協会正副本部長
会合同会議
二団体「常務理事会・常任幹事会合同会
議」の対応について他。

組織運営委員会（入会審査）
入会申込者等の審議他。
業協会正会員７件。
保証協会正会員７件。

京宅諮問会議（建築基準法第43条ただし
書（同一路線）許可手続きの見直し担当チ
ーム）
建築基準法第43条ただし書許可の利用状
況と課題について他。

15日（火）

16日（水）

18日（金）

22日（火）

24日（木）

宅建士法定講習会（ホテルグランヴィア
京都）
56名が受講。

新入会員等義務研修会
21名が受講。

組織運営委員会（総務部門）
セミナーの運営について。

宅建業開業支援セミナー
 （本紙６頁をご参照ください。）

京都市への要望（京都市役所）
京町家の流通促進による保全・再生策に
ついて。

第六支部「流通センター研修会」（京田辺
市商工会館）
まどりっくす・ＡＤ－１について他。（５
名受講）

選挙管理委員会
正副委員長の選出について他。

業協会常務理事会・保証協会常任幹事会
合同会議
特定個人情報取扱規程の制定について他。

業協会正副会長会・保証協会正副本部長
会合同会議
新春賀詞交歓会等の運営について他。

福知山市との意見交換会（市民交流プラ
ザふくちやま）
空き家等ストックバンク事業の運営につ
いて。

12月

１．新入会員シールについて
　平成26・27年度「会員名簿」貼付用の標記シ
ール（平成27年11〜12月度新入会員）を作成し
ましたので、会員の皆様に配付させていただ
きます。（本誌と同封しています。）

２．平成27年12月度会員退会等について
　標記退会等は、次号にて掲載いたします。

３．本誌次号の発行について
　本誌次号は、３月中旬頃に発行いたします。

お知らせ
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協会顧問弁護士　坂元　和夫
協会顧問弁護士　尾藤　廣喜
協会顧問弁護士　山﨑　浩一
協会顧問弁護士　冨増　四季

ANSWER 
VOL.302

質問

回答

　私は一人っ子のため、将来、先祖代々のお墓を承継する予定でした。し
かし、私は、結婚を機会に地元を離れ都会で生活しており、お墓の管理が
できません。
　墓地使用契約を中途解約した場合、永代使用料の返還は請求できるので
しょうか？

１　墓地使用権の承継
　墓地使用権とは、墳墓を所有することを目的
として永続的に墓地の一定区画を使用し、故人
を祀る権利で、永代使用権とも呼ばれます。
　墓地使用権は当然に相続人が承継するもので
はなく、まず、被相続人の指定により定められ、
そのような指定がない場合には、その地方の慣
習により定められます。そして、慣習が明らか
でない場合には、家庭裁判所の審判で、墓地の
経営者又は管理者を承継者とする場合もありま
す（民法８９７条参照）。
　もっとも、結婚等により同姓の承継者がいな
い場合には、寺院等によっては墓地使用権の承
継が認められない場合もあります。このような
場合には、両家墓（同じ墓地に実家と婚家の２
つの墓石を建てる、１つの墓石に両家の姓を入
れる。）、永代供養、共同墓（会費から使用料を
支払い、会員全員で供養をしていくというも
の。）などの方法によることが考えられます。

２　墓地使用権の譲渡
　一般的に言われる「墓地の購入」とは、不動産
の購入と異なり所有権を取得するのではなく、
墓地使用権を取得することを指します。
　また、墓地や墓地使用権は、祭祀財産という
特殊な財産であることや、墓地に対する現在の
社会通念に照らして、第三者への自由な譲渡は
できないと解されています。
　墓地使用権を承継する場合、当該寺院・霊園
で名義変更の手続を行います。手続は各寺院等
によって異なりますが、購入した際に交付され
た使用許可証の提示が必要となる場合が多いで
す。
　
３　承継者がいなくなった場合のお墓
　承継者がはっきりせず、長期間供養されるこ
とのないお墓は、無縁墓といいます。無縁墓と
なったお墓の遺骨は、無縁墓の改葬手続によっ
て、他の無縁仏と一緒に合祀墓に改葬されます。

墓地使用契約の中途解約と永代使用料の返還
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協会顧問弁護士　坂元　和夫
協会顧問弁護士　尾藤　廣喜
協会顧問弁護士　山﨑　浩一
協会顧問弁護士　冨増　四季

ANSWER 
VOL.302

質問

回答

　私は一人っ子のため、将来、先祖代々のお墓を承継する予定でした。し
かし、私は、結婚を機会に地元を離れ都会で生活しており、お墓の管理が
できません。
　墓地使用契約を中途解約した場合、永代使用料の返還は請求できるので
しょうか？

そして、元のお墓があった場所は整地され、新
たに分譲されるなどして、新しい使用者のお墓
が建てられることになります。
　実際には、承継者がいても長期にわたって使
用料が納められなかったり、連絡が取れなかっ
たりすると、無縁墓とされる場合があり、その
期間は各寺院等によって異なります。

４　墓地使用契約を中途解約した場合
　墓地の永代使用料を支払うと、永代にわたっ
て墓地を使用することができますが、契約を解
除し、墓地を手放した場合には永代使用料は基
本的には返還されないので注意が必要です。
　京都地裁平成１９年６月２９日判決による
と、墓地使用権を有していた原告が、墓地使用
契約を中途解約した場合、宗教法人たる被告は、
原告に対し、墓地使用料を返還する必要はない
とされています。
　当該事案における墓地使用規則によると、本
件墓地使用契約は、墓地使用期間の規定がなく、
使用者の死亡にかかわらず、祭祀承継者への使
用を許諾する永代使用権を設定する内容でし
た。そして、墓地使用料は、使用開始時に一括
支払いが予定されており、実際に本件でも契約
時に一括で全額の支払いがなされていました。
　これを前提とした上で、裁判所は、墓地使用
規則に墓地使用料の返還について規定がないこ
とから、墓地使用料は、使用期間に対応した使
用の対価とはいえず、墓地使用権の設定に対す
る対価であると判断しました。そして、墓地使
用契約締結後、墓石などを設置していない状態
で墓地使用契約を解約したとしても、それは、
原告の一方的な墓地使用権の放棄であり、原告

の解約により、本件墓地について、被告が他の
人に墓地使用権を設定できるようになること
は、不当な利得といえないとしました。
　当時の厚生省生活衛生局長が、各都道府県知
事、指定都市市長、中核都市市長に宛てた「墓
地経営・管理の指針等について（平成１２年１２
月６日生衛発第１７６４号）」で、墓地使用に関
する標準契約約款が示されました。これによる
と、墓地使用者は、書面をもって、いつでも墓
地使用契約を解除できるが、解除した場合、使
用者はすでに支払った使用料および管理料の返
還を請求することができないとされています。
　ただし、墓所に墓石の設置等を行っておらず、
かつ、焼骨を埋蔵していない場合において、使
用者がすでに使用料を納付しているときには、
実質的に何ら墓地を使用していない場合におい
てまで高額な負担を全額負わせることは妥当で
ないとして、契約締結後一定期日の間に限り、
当該使用料の一部を返還するとの例外規定が設
けられています。
　この標準契約約款を前提にすると、上記判例
の事案では、契約締結から約１４年が経過して
いたことから、例外規定によっても、被告は、
使用料を返還する必要はないことになります。

５　結論
　以上から、墓地使用契約を中途解約した場合
に、墓地使用料の返還が認められるかについて
は、まず、墓地使用規則に返還に関する規定が
ある場合にはそれに従った返還がなされ、何ら
規定がない、又は返還しない旨の規定しかない
場合には、返還されない可能性が極めて高いで
す。
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（平成27年11月登録状況）

※（　）の数字は、京都宅建会員分
１．新規登録物件・在庫物件登録概要

11月 売物件 賃貸物件 合　計 前月比 前年同月登録件数 前年同月比

新規登録物件数 20,429件
 （ 960件）

39,089件
 （1,737件）

 59,518件
  （2,697件）

－ 4.3％
（－ 9.6％）

 55,322件
  （2,661件）

＋ 7.6％
（＋ 1.4％）

在庫物件数 56,295件
 （3,843件）

95,339件
 （5,132件）

151,634件
  （8,975件）

＋ 0.5％
（－ 1.7％）

149,494件
  （9,367件）

＋ 1.4％
（－ 4.2％）

２．成約報告概要
11月 売物件 賃貸物件 合　計 前月比 前年同月成約件数 前年同月比

月間成約報告数 3,589件
（  279件）

7,409件
（  445件）

10,998件
（   724件）

－ 3.3％
（－10.4％）

10,885件
（   703件）

＋ 1.0％
（＋ 3.0％）

11月 売物件 賃貸物件 合　計

成約報告率 17.6％
（29.1％）

19.0％
（25.6％）

18.5％
（26.8％） ※11月末 成約事例在庫数　663,887件

３．アクセス状況等
11月 総検索回数 １日平均 前月比 前年同月総検索回数 前年同月比

総検索回数 1,859,622回 61,987回 －2.9％ 1,671,309回 ＋11.3％

（公社）近畿圏不動産流通機構
〒541－0057　大阪市中央区北久宝寺町２－５－９　飛栄創建ビル９階
　　　　　　 TEL：06−4708−8338　　http://www.kinkireins.or.jp/

４．その他
　新規登録物件の図面登録率は87.2％、図面要求件数は１社（ＩＰ型）当たり231.82回となっている。
　また、マッチング登録件数は、11月末現在16,588件となっている。

５．お知らせ
（1） 月末の休止日　　平成28年１月31日（日）　・　平成28年２月29日（月）

※　月末の定例休止日は、ＩＰ型業務のうち登録系業務を除く、「物件検索」、
「会員検索」、「日報検索」、「マッチング検索」、「自社物件一覧」並びに「メ
ール送信状況」・「利用状況」の確認、「業務支援アプリのダウンロード」の
みご利用いただけます。



─ 13 ─

100%

80%

60%

40%

20%

0%
戸建て 売マンション土地

６%
10% 11%

２%

64%

８%

賃貸事業用その他 賃貸居住用

100%

80%

60%

40%

20%

0%
戸建て 売マンション土地

９%

21%

10%

１%

51%

７%

賃貸事業用その他 賃貸居住用

100%

80%

60%

40%

20%

0%
戸建て 売マンション土地

31%
35%

３% ６%
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■11月期　エリア別物件種目のレインズ登録比率（グラフの数値は、小数点第１位を四捨五入しています）

京都市中心・北部
京都市南東部・西部
京 都 府 北 部
京 都 府 南 部

対前年比 対前年比
平均坪単価（万円）登録件数売戸建

京都市中心・北部
京都市南東部・西部
京 都 府 北 部
京 都 府 南 部

対前年比 対前年比
平均坪単価（万円）登録件数マンション

206
366
74
318

197 
393 
73 
371 

95.6%
107.3%
98.6%
116.6%

115.14 
89.55 
37.11 
66.30 

119.75 
86.56 
29.60 
67.58 

104.0%
96.6%
79.7%
101.9%

165
171
3
57

218
196
7
105

132.1%
114.6%
233.3%
184.2%

149.37 
84.49 
69.70 
71.91 

167.19 
87.44 
59.47 
71.71 

111.9%
103.4%
85.3%
99.7%

■11月期　前年登録･平均坪単価比較一覧
昨年同月期と比べ、京都府全域のマンションの登録件数が増加

※賃貸居住用物件内訳：マンション、アパート、貸家、テラスハウス、タウンハウス。

■11月期　エリア別賃貸居住用賃料帯別一覧

京都市中心・北部 京都市南東部・西部 京都府北部 京都府南部
　３万円未満
　３万円～
　５万円～
　７万円～
　９万円～
　11万円～
　14万円以上

昨年同月期と比べ、京都府全域［14万円以上］の物件が減少

26
359
533
149
86
49
82

68
304
322
179
45
28
12

1
18
21
7
0
2
0

18
116
95
65
18
18
2

京都市中心・北部 京都市南東部・西部

京都府南部京都府北部

北区・上京区・左京区・
中京区・東山区・下京区（ ）

亀岡市･船井郡･綾部市･福知山市･南丹市･
舞鶴市･宮津市･与謝郡･京丹後市（ ） 向日市･長岡京市･乙訓郡･宇治市･城陽市･久世郡･

京田辺市･八幡市･綴喜郡･相楽郡･木津川市（ ）

山科区・南区・右京区・
西京区・伏見区（ ）

2015年11月2014年11月 2015年11月2014年11月

2015年11月2014年11月 2015年11月2014年11月
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■新入会(正会員)(４件)
支　部 商号及び免許番号 代表者氏名 専任宅建士氏名 事務所　所在地 電話番号

第一 ㈱ハウスセゾンエンタープライズ
大臣(１) 8896 井元　義昭

德本　香織
豊田　麻里子
山田　亜未

上京区御車道石薬師通上る
二丁目栄町364番地

075－
251－1100

第二 ㈱ 下 鴨 リ ア ル テ ィ
(１)13625 大島　弘巳 大島　弘巳 中京区二条通寺町東入榎木町91番地２ 075－

254－8522

第三 ス ピ リ ッ ト ア ッ プ
(１)13628 米澤　龍太郎 米澤　龍太郎 北区衣笠高橋町１番地15 075－

464－6770

第四 ㈱ＬＩＶＥ ＰＲＯＰＥＲＴY
(１)13626 尾河　康平 尾河　康平 山科区椥辻中在家町８番地１ 075－

584－5553

平成27年11月30日現在

■新入会(準会員)(２件)
支　部 商号及び免許番号 代表者氏名 専任宅建士氏名 事務所　所在地 電話番号

第一 ㈱京都住宅センター学生住宅管理部
(９) 6522 柳川　廣一 柳川　廣一

村井　　渉 上京区烏丸通一条西南角龍前町587 075－
415-0203

第一 ㈱京都住宅センター学生住宅百万遍店
(９) 6522 土田　啓太 土田　啓太 左京区田中門前町78 075－

702-7800

平成27年11月30日現在

■新入会(正会員)(８件)
支　部 商号及び免許番号 代表者氏名 専任宅建士氏名 事務所　所在地 電話番号

第一 ㈱ 吟 優 舎
(１)13639 松山　一磨 上原　　裕 左京区北白川琵琶町19－２ 075－

703－1130

第一 ㈱アイ・ティー・ケーパートナーズ
(１)13640 草場　大輔 垂水　　隆 上京区俵屋町457北西ビル４階 075－

253－6262

第一 ㈱ ア ー ル ビ ル ド
(１)13641 島津　麗叔 植田　勇毅 上京区新白水丸町449番地１

中立売不動ビル
075－
778－5441

第二 ㈱ Ｂ Ｒ Ａ Ｖ Ｅ
(１)13629 中島　隆雄 大西　　侑 中京区柳馬場通二条下る

等持寺町32番地１
075－
256－5088

第二 ㈱ Ａ Ｌ Ｉ Ｖ Ｅ
(１)13630 若村　英記 若村　英記 下京区松原通西洞院東入藪下町24番地 075－

341-3360

第二 ＳＨＩＢＡ ＲＡＫＵ㈱
(１)13636 シュラウド・ジェシー・ラッセル 高橋　さえ子 下京区平野町764番地16 075－

708－3739

第二 リボーンマネージメントコントロール㈱
(１)13638 山内　禎一朗 長澤　　守 中京区聚楽廻東町32番地 075－

811－5525

第七 ク ロ ビ ス ㈱
(１)13632 谷口　洋介 谷口　洋介 綾部市渕垣町大坪13番地 0773－

44－0952

平成27年12月16日現在

■会員権承継(２件)
支　部 商号及び免許番号 代表者氏名 専任宅建士氏名 事務所　所在地 電話番号 承継理由

第七 旭 屋 商 事 ㈱
(１)13631 大滝　史代 大滝　史代 舞鶴市字浜2006番地87 0773－

62－0978 個人→法人

第七 ㈱ ホ ー ム ラ イ フ
大臣(１) 8855 手㟢　孝道 手㟢　孝道 福知山市和久市町123番地 0773－

23－6277 免許換え

平成27年11月30日現在

■支部移動(正会員)(２件)
旧支部 新支部 商号及び免許番号 代表者氏名 新事務所　所在地 電話番号 本部受付日

第四 第一 ㈱ホームズホールディングス
(１)12999 柏原　優一 左京区高野泉町６－５ 075－

644－7389 27/10/14

第四 第二 ㈱ジャパンベストコンサルティング
(１)13330 堺　昭一郎 下京区四条堀川町286番地 075－

204－0098 27/10/22

平成27年10月31日現在
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■退会(正会員)(11件) ※会員名簿より削除してください。 平成27年11月30日現在
支　　部 免許番号 商号又は名称 代表者氏名 退会日 退会理由

第一(上京区) (６) 9590 前 田 忠 不 動 産 前田　忠男 27/08/31 死　　亡

第一(左京区) (１)13020 ジ ・ ワ ン 生天目　慶久 27/10/21 廃　　業

第一(上京区) 大臣(４) 5738 ㈱ ハ ウ ス セ ゾ ン 井元　義昭 27/10/29 廃　　業

第二(中京区) (２)12219 ㈱ コ ム ク オ ー レ 南　　雅仁 27/10/04 期間満了

第三(右京区) (２)12651 花 水 木 不 動 産 永井　　潔 27/10/30 死　　亡

第三(北区) (１)13104 ㈲ 松 村 産 業 朴　　　哲 27/11/07 退　　会

第三(右京区) (13) 2433 渡 久 建 設 ㈱ 渡辺　久士 27/11/18 退　　会

第五(南丹市) (10) 5323 中 川 興 産 ㈱ 中川　和仁 26/10/06 廃　　業

第五(西京区) (１)13001 ㈱ 四 季 増田　和子 27/10/29 期間満了

第六(城陽市) (１)13174 ㈱ 藤 井 工 務 店 藤井　友次 27/10/28 廃　　業

第六(城陽市) (２)12313 ㈱ フ ァ ク ト 井上　　武 27/10/30 廃　　業

■退会(準会員)(１件) ※会員名簿より削除してください。 平成27年10月31日現在
支　　部 免許番号 商号又は名称 代表者氏名 退会日 退会理由

第一(左京区) 大臣(６) 5066 ㈱ 長 栄 出 町 柳 セ ン タ ー 山口　勝也 27/09/03 事務所廃止

■退会(正会員)(１件) ※会員名簿より削除してください。 平成27年10月31日現在
支　　部 免許番号 商号又は名称 代表者氏名 退会日 退会理由

第六(宇治市) (４)10647 ㈲ 西 村 住 建 西村　吉次 27/10/22 廃　　業

■会員数報告書 平成27年10月31日現在
支　部 正会員 準会員 計 支　部 正会員 準会員 計 支　部 正会員 準会員 計 支　部 正会員 準会員 計

第　一 360
(＋2)

39
(－1)

399
(＋1) 第　三 361

(＋2)
33

(±0)
394
(＋2) 第　五 298

(±0)
19

(±0)
317
(±0) 第　七 217

(＋1)
11

(＋1)
228
(＋2)

第　二 405
(＋3)

48
(＋1)

453
(＋4) 第　四 443

(－1)
34

(±0)
477
(－1) 第　六 329

(－1)
28

(±0)
357
(－1)

合　計 2,413
(＋6)

212
(＋1)

2,625
(＋7)

※(　)内は会員数前月比増減。

■支部移動(正会員)(３件)
旧支部 新支部 商号及び免許番号 代表者氏名 新事務所　所在地 電話番号 本部受付日

第六 第二 バ リ ュ ー ア ッド ㈱
(１)13546 戸田　孝行 中京区西ノ京小倉町106番地

ミルフローラＳＫ二条１Ｆ
075－
803－6788 27/11/12

第五 第二 ㈱エルコーポレーション
(１)13188 杉本　圭司 下京区中堂寺北町１番地109 075－

314－8877 27/11/16

第四 第三 ㈱みやこ建築事務所
(２)12420 田中　美也子 右京区西京極午塚町119番地１ 075－

202－1306 27/11/26

平成27年11月30日現在

■会員数報告書 平成27年11月30日現在
支　部 正会員 準会員 計 支　部 正会員 準会員 計 支　部 正会員 準会員 計 支　部 正会員 準会員 計

第　一 358
(－2)

41
(＋2)

399
(±0) 第　三 360

(－1)
33

(±0)
393
(－1) 第　五 295

(－3)
19

(±0)
314
(－3) 第　七 217

(±0)
11

(±0)
228
(±0)

第　二 407
(＋2)

48
(±0)

455
(＋2) 第　四 443

(±0)
34

(±0)
477
(±0) 第　六 326

(－3)
28

(±0)
354
(－3)

合　計 2,406
(－7)

214
(＋2)

2,620
(－5)

※(　)内は会員数前月比増減。
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　宅地建物取引士の資格登録要件（実務経験２年相当）を満たすための「登録実務講習」について、国土
交通大臣の登録を受けている機関は下表のとおりです。
　「登録実務講習」の受付・実施期間、受講料等は、各機関により異なりますのでご注意ください。

「登録実務講習」実施機関について「登録実務講習」実施機関について

（平成27年10月９日現在）

登録番号 機関の名称 事務所の所在地 電話番号

0120－775－715

03－5913－6310

0120－243－229

0120－509－117

03－3340－3081

0120－188－509

047－481－4155

0120－963－253

0120－106－977

06－6453－5432

第１号

第２号

第３号

第４号

第５号

第８号

第12号

第13号

第14号

第15号

（公財）不動産流通推進センター

（株）東京リーガルマインド

（株）日建学院

ＴＡＣ（株）

（株）総合資格

（株）日本ビジネス法研究所

（一社）宅建実務教育センター

（一社）職能研修会

（株）住宅新報社

（株）Social Bridge

東京都千代田区永田町１－11－30

東京都中野区中野４－11－10

東京都豊島区池袋２－38－２

東京都千代田区三崎町３－２－18

東京都新宿区西新宿１－26－２

東京都千代田区神田須田町２－23－11

千葉県八千代市ゆりきの台１－２－２

神奈川県横浜市神奈川区台町12－１

東京都港区虎ノ門３－11－15

大阪府大阪市北区梅田１－１－３

　宅地建物取引士資格試験の一部（５問）免除を受けるための「登録講習」について、国土交通大臣の登
録を受けている機関は下表のとおりです。
　「登録講習」の受付・実施期間、受講料等は、各機関により異なりますのでご注意ください。

「登録講習」実施機関について「登録講習」実施機関について

登録番号 機関の名称 事務所の所在地 電話番号

0120－775－715

03－5913－6310

0120－509－117

0120－106－977

03－3580－7051

03－3340－3081

03－5348－5825

0120－243－229

0120－188－509

0120－963－253

03－3292－6265

048－994－4356

06－6453－5432

第001号

第002号

第003号

第005号

第007号

第009号

第012号

第013号

第015号

第020号

第021号

第022号

第023号

（公財）不動産流通推進センター

（株）東京リーガルマインド

ＴＡＣ（株）

（株）住宅新報社

アットホーム（株）

（株）総合資格

（株）辰巳法律事務所

（株）日建学院

（株）日本ビジネス法研究所

（一社）職能研修会

学校法人　大原学園

（株）プライシングジャパン

（株）Social Bridge

東京都千代田区永田町１－11－30

東京都中野区中野４－11－10

東京都千代田区三崎町３－２－18

東京都港区虎ノ門３－11－15

東京都千代田区内幸町１－３－２

東京都新宿区西新宿１－26－２

東京都新宿区高田馬場４－３－６

東京都豊島区池袋２－68－１

東京都千代田区神田須田町２－23－11

神奈川県横浜市神奈川区台町12－１

東京都千代田区西神田１－２－10

埼玉県三郷市上口１－145

大阪府大阪市北区梅田１－１－３

（平成27年12月８日現在）
※ 上記の表は「スクーリング」が近畿圏で開催される主な機関を掲載しております。
　 （この他の機関については当会ホームページ「ハトマークサイト京都」にてご確認ください。）
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２．受 講 料　　15,500円（変更なし）　
　　　　　　　　【内訳　講習会受講料11,000円　＋　取引士証交付手数料4,500円】

「宅地建物取引士」 講習会のご案内「宅地建物取引士」 講習会のご案内

平成27年４月１日より 宅地建物取引主任者は「宅地建物取引士」となりました！

１．カリキュラム（講習時間割）

　９:００ ～ 

　９:４０ ～　 ９:４５

　９:４５ ～　 ９:５０

　９:５０ ～ １０:５０

１０:５０ ～ １１:００

１１:００ ～ １２:３０

１２:３０ ～ １３:３０

１３:３０ ～ １５:２０

１５:２０ ～ １５:３０

１５:３０ ～ １６:５０

１６:５０ ～ １７:１０

１７:１０ ～

１

２

３

４

５

５分

５分

６０分

１０分

９０分

６０分

１１０分

１０分

８０分

２０分

　　　　　　　（会　　場　　受　　付）

開講挨拶

当日の注意事項について（ＤＶＤ視聴）

宅地建物取引士の使命と役割

　　　　　　　（休　　　　　　　　憩）

改正法令の主要な改正点と実務上の留意事項

　　　　　　　（昼　　　 休 　　　み）

紛争事例と関係法令および実務上の留意事項

　　　　　　　（休　　　　　　　　憩）

改正税制の主要な改正点と紛争事例および実務上の留意事項

演習・自己採点

　　　　　　 （宅地建物取引士証　交付）

所要時間講 習 時 間時限 講　習　科　目

※　いずれの講習会も定員になった時点で、受付を終了させていただきます
　ので、残席状況については協会本部までお問い合わせください。

３．開催日程 会　　　場

モントレ京都

グランヴィア京都

講　習　日 　　　

平成28年２月25日　（木）

３月23日　（水）

～ 宅地建物取引士講習会は「京都宅建」で受講を！（お願い） ～

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

　更新時期（有効期日の半年前）が近づいてきた方には、順次、本会より、講習会の「案

内」及び「申し込みに必要な書類一式」をご送付いたします。

　本年3月までに、本会が開催する講習会は下記日程のとおりですので「京都宅建の

講習会」を受講いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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インスペクション活用セミナーを開催
　昨年12月３日、消費者が安心・安全な中古住宅の売買が出来る市場を形成し、中
古住宅流通の活性化に貢献することを目的としている近畿圏不動産流通活性化協議
会から講師として同協議会理事の印南和行氏をお招きし、｢激変している売買仲介と
インスペクションを取り巻く最新情報｣及び、中古一戸建の宅建業者の買取再販を
サポートする商品｢ワンステート・プロ｣の概要に関するセミナーを当協会にて開催
したところ75名の参加がありました。

　実務における知識・技術の向上及び人材育成などを目的に会員支援事業の一環と
して、平成27年11月26日（木）標記セミナーを開催したところ、88名の参加がありま
した。
　今回のセミナーは、中国情勢や中国問題に詳しく、様々な雑誌メディアへの執筆、
更にはテレビコメンテーターと
しても活躍されている『フリージ
ャーナリスト兼 拓殖大学海外事

情研究所教授「富坂聰 氏」』を講師にお招きし、「中
国経済の実情～日本経済への影響～」と題し、「今
まで世界のマーケットに影響を与えることのなか
った、中国大陸の証券市場の混乱が世界に波及し
ていった裏側や、中国の政治と経済の関係」につい
て分かりやすく解説していただきました。

会員実務セミナー（第２回）
「中国経済の実情～日本経済への影響～」を開催

　全宅連の標記講座は、全国の不動産業に従事する者の資質の向上による消費者保
護及び消費者を含めた不動産取引に関わる者全般に対する適正な取引実務知識の
普及による安心安全な不動産取引の推進を目的としており、今回、標記講座の受講
促進活動の一環として、昨年10月30日（金）に標記説明会並びセミナーを実施したと
ころ、113名の参加がありました。
　前段の説明会においては、不動産キ
ャリアパーソン周知DVDにより講座

の概要が紹介されました。
　また、セミナーでは、「重要事項説明書における物件
調査について」と題し、同講座のDVDでも講師を務めて
いる吉野不動産鑑定事務所不動産鑑定士吉野荘平氏を迎
えて、トラブルになりやすい見落としがちな調査項目の
事例を上げてわかりやすく解説していただきました。

全宅連の不動産キャリアパーソン講座の
　　　　　　　　　　　　説明会並びにセミナーを実施
全宅連の不動産キャリアパーソン講座の
　　　　　　　　　　　　説明会並びにセミナーを実施
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本部年間行事予定
平成28年１月21日（木）

１月25日（月）

２月23日（火）

３月１日（火）

５月27日（金）

三級建物アドバイザー研修会
於：協会本部

　　　　　　流通センター研修会
於：協会本部

会員実務セミナー
於：協会本部

女性部会主催〝セミナー＆懇談会〟
於：協会本部

平成28年度二団体「定時総会」
於：ＫＢＳホール
　　京都市上京区（ＫＢＳ京都放送会館内）

・３月28日（月）

木下　栄達　様　[第一（左京区）・木下興産（株） / （株）栄]
永井　　潔　　様　　　[第三（右京区）・花水木不動産]
　逝去されました。 謹んで哀悼の意を表し御冥福をお祈り申し上げます。

（平成27年11月～12月）



　昨年10月28日（水）、本部主催による平成27年度「京都宅建親睦ゴルフ大会」が、亀岡カントリークラ
ブ（亀岡市東別院町）にて開催されました。
　同大会当日は、受付を７時から開始し、アウトスタートの参加者は午前８時から、インスタートの
参加者は午前７時52分から順次スタートし、他支部参加者との親睦を図られました。

平成27年度「京都宅建親睦ゴルフ大会」を開催
̶  亀岡カントリークラブ　120名が参加  ̶

個人優勝 おめでとう!!（若林孝明氏）

団体優勝 おめでとう!!（第四支部）

【個人成績】
　優　勝　　若林　孝明（第六支部）
　準優勝　　松本　智央（第三支部）
　三　位　　冨永　洋史（第四支部）
　　　　　　　　　　　　【敬称略】

【団体成績】
　優　勝　　第四支部
　準優勝　　第三支部
　三　位　　第五支部

女性部会主催〝セミナー＆懇談会〟を開催!!
　昨年11月10日（火）、標記セミナー（第２回）を開催したところ、女性会員（代表者）８名・女性従業員
14名の総計22名が参加されました。
　セミナー内容は「元気力は地域の為に!!」と題して、京都府男女共同参画センター・らら京都の名誉
館長：浜野令子氏より、結婚後も、家庭（育児）と仕事と両立し女性ならではの感性を活かせば、さま
ざまな職種を選択できるチャンスがあることを、ご自身の長年培われてこられた人生経験をもとに「活
力」・「パワー」溢れる大変有意義なご講演をいただきました。
　また、後段の懇談会ではスイーツを堪能しながら、参加者からの悩み相談を浜野名誉館長が答える
など、セミナー・懇談会は成功裡に終了しました。
※女性部会では部員を募集しております！現在、入会金や年会費は不要！女性会員や女性従業員の方
のご入会を心よりお待ちしております！（詳しくは、協会本部（℡075-415-2121）まで!!）

よし  こ


